
指定管理者が管理を行う公の施設に係る個人情報取扱基準 

 

（令和５年３月２日制定） 

 

１ 趣旨 

この基準は，個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）その他関係法令

に基づき，実施機関が公の施設（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条第１項

に規定する公の施設をいう。以下同じ。）の管理を指定管理者（同法第 244 条の２第３項

に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせる場合において講じなければならな

い個人情報の保護に関する措置に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 基準の対象となる公の施設の管理 

  この基準の対象となる公の施設の管理は，指定管理者が行う公の施設の管理に関する

全てをいう。 

 

３ 指定管理者の選定に当たっての措置 

⑴ 個人情報の保護に関する法律その他関係法令に基づき実施機関自らが果たすべき

安全管理措置と同等の措置が講じられる者を選定するため，高知市保有個人情報の安

全管理のための措置に関する取扱要綱（令和５年２月 24 日制定）及び別記「個人情報

取扱特記事項」の内容に留意するとともに，必要な措置を講ずること。 

⑵ 指定管理者の募集に当たっては，申請書の提出前に，協定内容に個人情報の保護に

関する特記事項があることを相手方に周知すること。 

 

４ 協定の締結に当たっての措置 

⑴ 指定管理業務を処理するために取り扱う個人情報の保有及び管理の主体を明確に

すること。 

⑵ 指定管理者における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制並びに個人情

報の管理の状況についての自己点検に関する事項等の必要な事項について書面で確

認すること。 

⑶ 協定書等には，次の記載例のように指定管理者が個人情報取扱特記事項を遵守する

旨の条項を記載するものとする。ただし，協定書等に個人情報取扱特記事項に掲げる

内容を記載することを妨げない。 

（記載例） 

（個人情報の保護） 

第○条 乙は，この協定による業務を処理するための個人情報の取扱いについては，

別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

 



５ 指定管理業務の実施に当たっての措置 

⑴ 指定管理業務を処理させるために指定管理者に取り扱わせる個人情報の範囲は，当

該指定管理業務の目的の範囲内で必要最小限でなければならない。 

⑵ 指定管理者に保有個人情報を提供する場合は，漏えい等による被害発生のリスクを

低減する観点から，指定管理業務の内容，保有個人情報の利用目的，秘匿性等その内

容等を考慮し，必要に応じ，特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部

を削除し，又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずること。 

⑶ 指定管理者において，指定管理業務の処理に係る個人情報の取扱いが委託される場

合（委託先が指定管理者の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第１項第

３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）である場合を含む。）には，指定管理者に

高知市個人情報取扱業務委託基準（令和５年２月 24 日制定）３から５までに定める

措置を講じさせること。個人情報の取扱いに係る業務について委託先において再委託

される場合を含み（再委託先が委託先の子会社である場合を含む。），以降もまた同様

とする。 

⑷ 指定管理者が保有及び管理の主体となっている指定管理業務の処理に係る個人情報

の開示，訂正又は利用停止の請求があった場合の対応等について，指定管理者に規定の

整備をさせるとともに，必要な助言を行うこと。 

 

６ その他 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25年

法律第 27号）に基づき，指定管理者に個人番号及び特定個人情報を取り扱わせる場合は，

この基準で定めた措置のほか，同法その他関係法令に基づく必要な措置を講ずること。 

 

附 則 

 この基準は，令和５年４月１日から施行する。  



別記 

 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は，この協定による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては，個人

情報の保護の重要性を認識し，個人の権利利益を侵害することのないように，個人情報

の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号。以下「法」という。）その他関係法令を遵

守し，適切に取り扱わなければならない。 

（保有及び管理の主体） 

第２ この協定による業務を処理するための個人情報の保有及び管理の主体は，乙とする。

ただし，甲及び乙が相互に協議の上，別に定めを置くときは，この限りでない。 

（秘密の保持） 

第３ 乙は，この協定による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知ら

せ，又は不当な目的に利用してはならない。この協定が終了し，又は解除された後にお

いても，また同様とする。 

（適正な管理） 

第４ 乙は，この協定による業務を処理するための個人情報の漏えい，滅失，改ざん，毀

損等の防止その他の個人情報の適切な管理のために，法その他関係法令に基づき，高知

市保有個人情報の安全管理のための措置に関する取扱要綱（令和５年２月 24 日制定）に

定める安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。 

２ 乙は，前項の措置に係る規定等を整備するとともに，管理責任者及び業務従事者の管

理体制及び実施体制並びにこの協定による業務を処理するための個人情報の管理の状

況に係る自己点検に関する事項等の必要な事項を定め，この協定による業務を処理する

ための個人情報を取り扱うまでに書面により甲に通知しなければならない。 

（従事者への監督及び教育の実施） 

第５ 乙は，この協定による業務の処理に関し，個人情報を取り扱う従事者を明確にし，

当該従事者が本特記事項を遵守するように監督するとともに，在職中及び退職後におい

ても，この協定による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，

又は不当な目的に利用してはならないこと等，個人情報の保護に関して必要な事項につ

いて，教育及び研修をしなければならない。 

（取得の制限） 

第６ 乙は，この協定による業務を処理するために個人情報を取得するときは，業務の目

的を達成するために必要な範囲内で，適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（取扱制限） 

第７ 乙は，この協定による業務を処理するに当たって，個人情報を取り扱う権限を有す

る従事者及びその従事者に付与する権限を必要最小限のものとし，取り扱う権限を有し

ない従事者に個人情報の取扱いをさせてはならない。 



（目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第８ 乙は，甲の指示又は承諾がある場合を除き，この協定による業務に関して知り得た

個人情報をこの協定による業務の目的以外の目的で利用し，又は第三者に提供してはな

らない。 

 （消去等） 

第９ 乙は，この協定による業務を処理するための個人情報又は個人情報が記録されてい

る媒体（端末及びサーバに内蔵されているものを含む。）が不要となった場合は，甲の指

示に従い，当該個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該個人情報の消去又は

当該媒体の廃棄を行わなければならない。 

（複製等の制限） 

第 10 乙は，この協定による業務を処理するための個人情報の複製及び送信並びに個人情

報が記録されている媒体の個人情報を取り扱う事務を実施する区域外への送付又は持

ち出しをしてはならない。ただし，甲の指示又は承諾がある場合は，この限りでない。 

（委託等の制限） 

第 11 乙は，この協定による業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし，甲

の承諾を得た場合に限り，その取扱いを委託先（委託先が乙の子会社である場合を含む。）

に委託することができる。委託先が再委託を行う場合を含み（再委託先が委託先の子会

社である場合を含む。），以降もまた同様とする。 

  (委託先等の安全管理措置) 

第 12 乙は，委託を行う場合は，委託先に対して本特記事項における安全管理措置を講じ

させなければならない。委託先が再委託を行う場合を含み，以降もまた同様とする。 

 （資料等の返還等） 

第 13 乙は，この協定による業務を処理するために甲から提供を受け，又は乙自らが取得

し，若しくは作成した個人情報が記録された資料等（第 10 ただし書の規定により複製し

たものを含む。）を，この協定の終了後直ちに甲に返還し，又は引き渡し，若しくは第９

に規定する消去又は廃棄をするものとする。ただし，甲が別に指示したときは，その方

法によるものとする。 

（点検及び実地検査等） 

第 14 乙は，定期に，及び甲から報告を求められた場合は随時に，乙がこの協定による業

務を処理するための個人情報の取扱状況及び本特記事項の遵守状況について点検を実

施し，甲に報告しなければならない。 

２ 甲は，乙がこの協定による業務を処理するための個人情報の取扱状況及び本特記事項

の遵守状況について，随時実地により乙に対して検査を行うことができる。 

３ 乙がこの協定による業務の処理を委託する場合は，乙を通じて，又は甲により前項の

検査を実施する。委託先が再委託を行う場合を含み，以降もまた同様とする。 

４ 乙は，前３項に定める点検又は実地検査の結果，甲からこの協定による業務を処理す

るための個人情報の取扱いに関して改善を指示された場合は，その指示に従わなければ

ならない。 



（開示，訂正又は利用停止の請求があった場合の対応） 

第 15 乙は，この協定による業務を処理するための個人情報の開示，訂正又は利用停止の

請求があった場合の対応に関する規定等を整備するとともに，必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（事故発生時等における対応） 

第 16 乙は，本特記事項に違反する事態が生じ，又は生じるおそれのあることを知ったと

きは，直ちに甲に報告し，甲の指示に従うものとする。 

２ 乙は，本特記事項に違反した者に対し，法令又は内部規程その他関係規程に基づき厳

正に対処しなければならない。 

（損害賠償） 

第 17 乙は，本特記事項に違反したことにより甲又は第三者に損害を与えたときは，その

損害を賠償しなければならない。 

（協定の解除） 

第 18 甲は，乙が本特記事項に違反していると認めたときは，この協定を解除することが

できる。 

 

注１ 「甲」は高知市を，「乙」は指定管理者をいう。 

 ２ 指定管理業務の内容に即して，適宜必要な事項を追加するものとする。 


